
　
多
久
市
で
は
、
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
難
聴
の
お
子
さ
ん
に
対
し
て
、
言
語

の
習
得
、
教
育
等
に
お
け
る
健
全
な
発
達
を
支
援
す
る
た
め
、
補
聴
器
の
購
入
費
用
の
一
部
を
助
成

し
ま
す
。

～
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
に
よ
り
き
れ
い
な
川
や
海
が
保
た
れ
ま
す
。

�

浄
化
槽
設
置
へ
の
ご
理
解
と
確
実
な
保
守
点
検
を
お
願
い
し
ま
す
～

軽
度
・
中
度
の
難
聴
児
補
聴
器
購
入
費

助
成
事
業
の
お
知
ら
せ

10
月
1
日
は
浄
化
槽
の
日
で
す

◆
浄
化
槽
に
つ
い
て

◆�

浄
化
槽
の
維
持
管
理
お
よ
び
保

守
点
検
に
つ
い
て

嫌
気
ろ
床
槽

嫌気ろ床槽第 １ 室 嫌気ろ床槽第 ２ 室 接触ばっ気槽

接触ばっ気槽

空気が大スキ
好気性微生物

消毒槽

沈殿槽
沈殿槽

ブロア

接触材ろ材ろ材

　
浄
化
槽
は
適
正
な
維
持
管
理
が
行

わ
れ
な
い
と
、
そ
の
機
能
が
十
分
に

発
揮
さ
れ
な
く
な
り
、
そ
の
放
流
水

が
河
川
等
の
汚
れ
の
原
因
に
な
る
こ

と
も
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
機
械
の

点
検
・
補
修
や
消
毒
剤
の
補
給
な
ど

が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
浄
化
槽
内
に
た
ま
っ
た
汚

泥
な
ど
を
汲
み
取
り
清
掃
を
し
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

多
久
市
で
は
、
住
宅
、
店
舗
、
事

務
所
そ
の
他
の
建
築
物
（
建
売
住
宅

は
除
く
）
に
浄
化
槽
を
設
置
し
よ
う

と
す
る
場
合
は
、
予
算
の
範
囲
内
で

補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。
た
だ
し
、

　

浄
化
槽
と
は
、
水
洗
ト
イ
レ
や
、

台
所
、
ふ
ろ
場
な
ど
か
ら
の
汚
水
を

処
理
し
、
き
れ
い
な
水
に
す
る
施
設

で
す
。
浄
化
槽
は
微
生
物
が
汚
水
の

中
の
汚
物
を
食
べ
、
き
れ
い
な
水
に

す
る
働
き
を
利
用
し
て
い
ま
す
。

下
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い
る
地
域
お

よ
び
公
共
下
水
道
の
事
業
計
画
区
域

内
は
交
付
さ
れ
ま
せ
ん
。

（
１
）
助
成
制
度
に
つ
い
て

○
対
象
者　

　
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
こ
と
が
条
件
で
す
。

　
①�

保
護
者
が
多
久
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い

る
１８
歳
以
下
の
人（
１８
歳
に
達
し
た
日（
誕

生
日
の
前
日
）
の
属
す
る
年
度
の
3
月
３１

日
ま
で
）

　
②�

両
耳
の
聴
力
レ
ベ
ル
が
３0
デ
シ
ベ
ル
以
上

で
、
聴
覚
障
害
を
事
由
と
す
る
身
体
障
害

者
手
帳
の
交
付
対
象
と
な
ら
な
い
人

　
③�

補
聴
器
の
装
用
に
よ
り
、
言
語
の
習
得
等

に
一
定
の
効
果
が
期
待
で
き
る
と
指
定
医

師
に
判
断
さ
れ
た
人

○�

助
成
対
象　
新
規
お
よ
び
更
新
時
の
補
聴
器

の
購
入
費
（
修
理
費
は
助
成
対
象
に
含
み
ま

せ
ん
）

○�

所
得
制
限　
市
民
税
所
得
割
額
が
46
万
円
未

満
の
世
帯

○�

助
成
金
額　
補
聴
器
の
種
類
毎
に
定
め
る
基

準
価
格
と
補
聴
器
購
入
費
の
い
ず
れ
か
低
い

�

▼
問
い
合
わ
せ　

�

福
祉
課�

高
齢
・
障
害
者
福
祉
係　
☎
75

−

４
８
２
３

▼
問
い
合
わ
せ

　

�

都
市
計
画
課�

都
市
計
画
係

�

　
☎
75

−

４
８
２
７

額
の
3
分
の
２
の
額
（
１
０
０
円
未
満
切
り

捨
て
）

（
２
）
申
請
手
続
き
に
つ
い
て

　
�　

補
聴
器
の
購
入
前
に
市
へ
の
申
請
が
必
要

で
す
。

　

�　
購
入
後
に
申
請
手
続
き
を
し
て
も
助
成
金

は
受
け
取
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
必
要
書
類

　
①
交
付
申
請
書

　
②
交
付
意
見
書

　
　
（
指
定
医
師
が
作
成
し
た
も
の
）

　
③�

見
積
書
（
意
見
書
の
処
方
に
基
づ
き
、
補

聴
器
の
販
売
業
者
が
作
成
し
た
も
の
）

　
④�

対
象
児
の
属
す
る
世
帯
全
員
の
所
得
証
明

書
（
本
市
で
課
税
状
況
を
確
認
で
き
る
場

合
に
は
省
略
可
）�

○
注
意
事
項

　
◯�

指
定
医
師
の
意
見
書
作
成
に
か
か
る
費
用

は
申
請
者
の
負
担
と
な
り
ま
す
。

inform
ation 

福
祉
課

inform
ation 

都
市
計
画
課
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